
「特定商取引に関する法律施行令及び預託等取引に関する法律施行令の 

一部を改正する政令（案）」等の概要 

令和４年 11 月 

取 引 対 策 課 

１．趣旨 

消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正

する法律（令和３年法律第 72 号）の一部の施行に伴い、特定商取引に関する法律（昭和 51 年法

律第 57 号）及び預託等取引に関する法律（昭和 61 年法律第 62 号）の規定等に基づき、並びに

同法等を実施するため、以下の所要の措置を講ずるもの。 

 

２．主な改正内容 

（１）特定商取引法関係 

 ア 契約書面等の電子化に係る規定の新設【政令・主務省令】 

（ア）政令の内容 

既に契約書面等の電子化を導入済みの他の政令に倣い、以下を規定。 

・ 消費者から承諾を得るに当たって、利用する電磁的方法の種類及び内容を示し、書面

又は電子情報処理組織を使用する方法により承諾を得ること 

・ 承諾の撤回及び再承諾 

・ 事業者が電磁的方法により提供した書面記載事項が、消費者の使用する電子計算機に

備えられたファイルに記録されたか及び閲覧に支障があるかの確認 

（イ）主務省令の内容 

既に契約書面等の電子化を導入済みの他の府省令や「特定商取引法等の契約書面等の電

子化に関する検討会」の令和４年 10 月６日付け報告書で提言された内容などを参考に以

下を規定 

・ 契約書面等の電子化に係る電磁的方法の具体的内容 

・ 承諾を得るに当たって消費者に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容 

・ 消費者から承諾を得る前に消費者に対して説明すべき事項等 

・ 財産上の利益を供与する等契約書面等に記載すべき事項を電磁的方法により提供する

に当たっての禁止行為 

イ 電話勧誘販売に該当する要件としての消費者に電話をかけさせる方法として広告を新聞

等に掲載する方法、テレビ放送、ウェブページ等を利用する方法を追加【政令・主務省令】 

 

（２）預託法関係 

 契約書面等の電子化に係る規定の新設【政令・内閣府令】 

※ 特定商取引法関係と同様の改正 

 以上 


